
平成２１年度 小里川ダム橋梁点検業務
特記仕様書

第 1 章 総 則

第 1 条 適用
１.本特記仕様書は、国土交通省小里川ダム管理所（以下「甲」という）が実施する「平

成２１年度 小里川ダム橋梁点検業務」（以下 「本業務」という。）に適用するもの
とする。

２.本業務は、契約書、設計図書、共通仕様書及び本特記仕様書に基づき実施するものと
する。

第 2 条 履行場所
本業務の履行場所は､小里川ダム管理所管内とする｡
なお､定期点検を行う橋梁は､別表のとおりとする｡

第 3 条 履行期間
履行期間は､契約締結日の翌日から平成２２年１月 １５日までとする｡

第 4 条 管理技術者
管理技術者は、共仕第１１０６条の定めのほか技術士および RCCM については下記に

定める要件を満たす者とする。
1.技術士（総合技術監理部門：建設部門の選択科目すべてを対象とする。）
2.技術士（建設部門）

ただし、平成 13 年度以降の試験合格者の場合には、7 年以上の実務経験を有し、
かつ同種・類似業務の実績を有するもの。

3..RCCM の場合には、同種・類似業務の実績を有するもの。

第 5 条 業務計画書
受注者は､契約後速やかに橋梁点検の実施体制を整えて､必要な資料の収集､現地踏査計

画を検討し､共仕第 1111 条に基づき､業務計画書を作成し､調査職員に提出するものとす
る｡

なお､共仕第 1111 条の事項に加え､次の事項を記載するものとする｡
１.安全管理計画
２.関連資料の支給請求一覧表
また、業務計画書作成にあたっては、橋梁検査員の指導及び、点検開始前の指導・教育

を受けるものとする。
なお、現地踏査の結果等により、内容に変更が生じた場合は、変更業務計画書を提出す

るものとする。

第 6 条 使用図書
本業務で使用する図書は､共仕に定める適用仕様書･指針等のほか､次に示すものによるも

のとする。
１.橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領（案）（平成１６年３月３１日国土交通

省道路局国道・防災課）（以下、「維持管理要領」という）。
２.橋梁定期点検要領（案）（平成１６年３月３１日国土交通省道路局国道・防災課）（以下、

「定期点検要領」という）。
３.橋梁における第三者被害予防措置要領（平成１６年３月３１日国土交通省道路局国道・

防災課）（以下、「第三者要領」という）。

第 7 条 作業区分
本業務の作業区分は下記によるものとする｡

作 業 区 分 施 工 区 分
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昼 間 作 業 現 場 作 業
ただし､現場条件等により作業区分に変更を要する場合は､調査職員の協議するもののと

する｡

第 2 章 業務内容

第 8 条 業務目的
本業務は､小里川ダム管内における橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、橋梁に関わる

効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため、道路施設の中でも特に重要な橋梁につい
て点検を行うものである。

第 9 条 現地踏査
１．橋梁点検に先立って、橋梁検査員とともに現地踏査を行い､橋梁の変状(劣化･損傷

等)程度を把握するほか､現地の交通状況､点検に伴う交通規制の方法等について現地
の状況を調査記録するものとする｡なお、橋梁の状況（排水桝あるいは支承周辺の土

砂詰まり等）により点検作業に支障がある場合には、調査職員と協議するものとする｡
２．第三者被害予防措置のみを行う橋梁の現地踏査には、橋梁検査員は同行しないも

のとする。

第 10 条 実施計画書作成
受注者は､現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をした上､実施計画書を

橋梁毎に作成し､調査職員に提出するものとする｡また、実施計画書作成にあたり、橋梁検
査員の指導を受けるものとする。実施計画書には次の事項を記載するものとする｡

１．業務内容
２．対象橋梁位置図
３．現地踏査の調査記録
４．業務実施方針〔橋梁点検方法〕
５．実施体制
６．実施工程表
７．仮設備計画
８．使用建設機械
９．安全管理計画(交通規制を含む)
10．環境対策
11．連絡体制(緊急時含む)
12．その他調査職員が必要と認めたもの
実施体制については､橋梁点検員･点検補助員等からなる適切な点検作業班を編成するも

のとする｡

第 11 条 橋梁点検員等
本業務を実施する者は､橋梁に関して十分な知識と実務経験を有するものとする｡
なお､点検に携わる人員の名称、必要な要件および作業内容は､次のとおりとする｡
a．橋梁点検員 橋梁点検員は､点検作業班を統括し､安全管理について留意して､各

作業員の行動を掌握するとともに､点検補助員との連絡を密にして点

検調査を実施する。

損傷状況の把握を行うのに必要な以下の能力と実務経験を有する

者とする。

・橋梁に関する実務経験を有すること
・橋梁の設計､施工に関する基礎知識を有すること

・点検に関する技術と実務経験を有すること

b．点検補助員 点検補助員は､橋梁点検員の指示により､点検作業の補助を行う他､点
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検作業台の移動操作､点検車運転員及び交通整理員との連絡・調整を

行う。

c．点検車運転員 点検車運転員は､橋梁点検員の指示に従い点検車の移動等を行う。

第 12 条 橋梁点検
１．定期点検

本業務実施に際しては､下記の項目について点検及び資料の作成を行うものとする｡
(1)近接目視点検

作業員が地上より接近し目視点検を行うものとする｡また､必要に応じて機械･器具を
用いて点検するものとする｡

なお､点検を行う際に､架橋位置の地形･交通状況･交差物件･障害物等により､実施が
困難な場合は､調査職員と協議するものとする｡

また、必要に応じて機械・器具を用いる場合は、それらの機器及び使用範囲等につ
いて調査職員と協議するものとする｡

(2)定期点検結果の記録
点検結果をもとに定期点検要領に定める点検調書を作成するものとする｡

(3)橋梁検査員の立合い
橋梁点検員のみの点検時に、点検方法等で判断を迷う事態が生じた場合は、橋梁検

査員の立合いを求め、その指導等に従い点検を行うものとする。
(4)緊急対応が必要と判断される場合は、直ちに調査職員に報告するものとする。

第 13 条 損傷程度の評価
1.定期点検実施橋梁について､定期点検要領に基づき､損傷程度の判定評価を行う｡
2.点検調書は、橋梁毎に作成後、調査職員に提出するととも橋梁検査員に報告しなければ
ならない。

第 14 条 データ整備
橋梁点検結果を別途貸与する定期点検結果入力システムに入力することにより、データ

作成を行うものとする｡

第 3 章 その他

第 15条 中間成果の提出
業務履行中、調査職員より中間成果を求められた場合、速やかに提出するものとする。

第 16条 再委託
共仕第１１２７条第１項で示すほか、次に示すものとする。
1.本業務の計画準備
2.現地踏査
3.実施計画書作成
4.橋梁点検
5.損傷程度の評価
6.報告書作成

第 17 条 成果品の提出
１．共仕第 1116 条第１項に示す成果品は下記のとおりとする｡

・電子納品（ＣＤ－Ｒ） ２枚（正・副）
・その他、業務により生じた資料 １式

２．成果品の提出は、「小里川ダム管理所 管理係」とする。

第 18 条 打合せ
業務に関する打ち合わせ記録は受注者が作成するものとし､打ち合わせ後速やかに調査
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職員に提出するものとする｡
なお､下記の区切りの①、④には管理技術者が出席するものとする｡
①業務着手時
②実施計画書作成時
③点検結果整理時（速報）
④成果品納入時
⑤その他調査職員が認めたとき

第 19 条 他機関との協議
橋梁点検を行う際に､河川管理者、公安委員会及び他の道路管理者との協議が必要とな

った場合は､調査職員と協議を行うものとする｡

第 20 条 貸与資料
共仕第 1112 条に定める発注者が貸与する図書その他資料は次の通りとする｡
①平成 ６年度 小里川ダム本体及び鞍部進入路１号橋修正設計業務委託
②平成１１年度 小里川ダム上流部管理用橋梁詳細設計業務委託
③平成１２年度 小里川ダム右岸歩道橋梁詳細設計業務委託
④平成１３年度 小里川ダム水質管理用歩道橋設計業務委託
⑤上記以外で業務履行上、発注者が必要と認める資料
なお、貸与された資料については、不要となった時点で速やかに返却するものとする。

第 21 条 安全管理
(1)交通規制を行う際の事故防止対策

点検作業時に車線規制等を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」防止対
策として、作業員の安全確保に努めなければならない。

(2)足場工安全ネット等の設置計画
各種足場工（吊り足場・単管足場・枠組足場・傾斜足場）を設置する場合においては、

安全ネットまたはシートを設置し、作業床からの作業者の転落防止・落下物事故防止に努
めること。

足場に手摺りを設置するときは、作業床と手摺りの間隔及び手摺りどうしの間隔が 50cm
を超える場合は、その間に単管パイプ等を設置し、その間隔を 50cm 以下にしなければな
らない。

また、実施計画書に設置要領図を添付するとともに、安全ネット・手摺りについては、
写真により実施状況を記録し、完成検査時に提出するものとする。

(3)休憩(午前・午後)後の安全指導の実施
点検作業中における作業員の労働災害防止を図るため、業務計画書に記載された休憩時

間については遵守するものとし、作業開始前に作業員に対し安全に関する指導を行わなけ
ればならない。

なお、上記の休憩時間については、その実施記録を記載した資料を作成・保管するもの
とし、調査職員の要請があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなけれ
ばならない。

第 22 条 沿道対応
本業務実施中、沿道の住民および道路利用者より苦情のあった場合には、受注者におい

て丁寧に対応するものとし、その結果を調査職員に報告するものとする。

第 23 条 業務中の安全確保
受注者は、地震防災対策強化地域における業務にあたっては、東海地震の判定会招集連絡報

が発せられた場合には、業務中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等
の安全処置を講じなければならない。

また、地震防災強化地域以外における業務にあたっては、東海地震の判定会招集連絡報が発
せられた場合には、一般交通等第三者に対する安全及び業務現場内の安全を確保するための保
全処置を講じなければならない。

(1)上記の保全処置については、業務計画書に記載しなければならない。
(2)上記事実が発生した場合は、契約書第 25 条（臨機の措置）の規定によらなければならな
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い。

第 24 条 疑義
受注者は､作業の実施にあたり疑義が生じた場合には､調査職員と協議を行うものとす

る｡



平成２１年度　　小里川ダム橋梁点検業務　　数量表

ＮＯ 形式 径間数 橋長（ｍ） 総幅員（ｍ） 足場設置の有無

No.1 鋼吊橋 1 73.7 3.0 無

No.2 ３径間連続鋼非合成箱桁橋 3 115.0 6.2 無

No.3 単純Ｈ形桁橋 1 28.5 2.5 無

No.4 活荷重合成Ｈ形鋼橋 1 16.5 8.2 無

ふれあい橋

水晶橋

橋梁名

小里川湖橋

ふるさと橋
（水質管理用橋梁）



平成２１年度 小里川ダム橋梁点検業務

ふれあい橋

小里川湖橋

水晶橋

ふるさと橋
（水質管理用橋梁）

小里川ダム管理所

橋梁位置図


